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◇職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

１ 条例概要 

 高病原性鳥インフルエンザの患畜が発生した場合において、当該患畜に接する作業等に直接従事

したときを新たに防疫業務等手当の支給対象とするとともに、東日本大震災に係る被災地へ派遣さ

れる職員の災害応急作業等手当について特例措置を講ずるほか、規定の整備を行いました。（第９

条、第１７条及び附則第１４項～第１８項関係） 

２ 施行期日 

 公布の日から施行し、東日本大震災に係る被災地へ派遣される職員の災害応急作業等手当につい

て特例措置を講ずる規定は、平成２３年３月１１日から適用します。 

◇紀の国森づくり税条例の一部を改正する条例 

１ 条例概要 

 県民税の均等割の税率の特例措置の適用期限を延長するとともに、規定の整備を行いました。

（第１条～第３条関係） 

２ 施行期日 

 公布の日から施行します。 

◇食品衛生法施行条例の一部を改正する条例 

１ 条例概要 

 自動車、露店、販売機及びフリーザーを利用して行う営業以外の営業のうち、飲食店営業、食肉

処理業及び食肉販売業の営業施設の基準を改めるとともに、規定の整備を行いました。（第６条及

び別表関係） 

２ 施行期日 

 公布の日から施行します。 

◇和歌山県介護保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例 

１ 条例概要 

 介護保険法の一部改正に伴い、和歌山県介護保険財政安定化基金について、平成２４年度に限

り、その一部を取り崩すことができる特例を定めました。（附則第５項及び第６項関係） 

２ 施行期日 
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 平成２４年４月１日から施行します。 

◇和歌山の森林及び樹木を守り育てる条例 

１ 条例概要 

 県の森林及び樹木を守り、又は育てることに関し、基本理念を定め、県の責務並びに森林所有者

及び県民等の役割を明らかにするとともに、県の基本的な施策に関し必要な事項を定めることによ

り、県民の豊かな生活環境の実現に寄与することとしました。 

２ 施行期日 

 平成２４年４月１日から施行します。 

◇警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

１ 条例概要 

 東日本大震災に係る被災地へ派遣される警察職員の災害応急手当について特例措置を講ずるとと

もに、規定の整備を行いました。（第１０条及び附則第１項～第６項関係） 

２ 施行期日 

 公布の日から施行し、東日本大震災に係る被災地へ派遣される警察職員の災害応急手当について

特例措置を講ずる規定は、平成２３年３月１１日から適用します。 

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平 成 2 3 年 1 2 月 2 2 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第 5 4 号

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

職員の特殊勤務手当に関する条例（平成12年和歌山県条例第65号）の一部を次のように改正する。

第 9 条第 1 項第 2 号中「結核病」の次に「、高病原性鳥インフルエンザ」を加える。

第17条第 1 項第 7 号中「たい肥舎」を「堆肥舎」に、「たい肥の」を「堆肥の」に改める。

附則に次の 5 項を加える。

（災害応急作業等手当の特例）

14 職員が東日本大震災（平成23年 3 月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電

所の事故による災害をいう。附則第18項において同じ。）に対処するため、次に掲げる作業に従事した

ときは、災害応急作業等手当を支給する。

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業(１)

原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第1 5 6号）第20条第 3 項の規定に基づく原子力災害対策(２)

本部長の地方公共団体の長に対する指示（以下「本部長指示」という。）により、同法第28条第 2 項

の規定により読み替えて適用される災害対策基本法（昭和36年法律第2 2 3号）第63条第 1 項の規定に

基づく警戒区域に設定することとされた区域又は当該本部長指示があるまでの間における当該区域と

同一の区域のうち人事委員会が定めるものにおいて行う作業（前号に掲げるものを除く。）

本部長指示により、居住者等が避難のための立退き若しくは計画的な立退きを行うこととされた区(３)
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域又は当該本部長指示があるまでの間における当該区域と同一の区域のうち人事委員会が定めるもの

において行う作業（前 2 号に掲げるものを除く。）

本部長指示により、居住者等が屋内への退避を行うこととされた区域又は当該本部長指示があるま(４)

での間における当該区域と同一の区域のうち人事委員会が定めるもののそれぞれの屋外において行う

作業（前 3 号に掲げるものを除く。）

15 前項の手当の額は、作業に従事した日 1 日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。

前項第 1 号の作業のうち次号に掲げるもの以外のもの 2 万円（心身に著しい負担を与えると人事(１)

委員会が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその1 0 0分の1 0 0に相当する額を超えない

範囲内において人事委員会が定める額を加算した額）

前項第 1 号のうち人事委員会が定める施設内において行うもの 5,000円(２)

前項第 2 号の作業のうち屋外において行うもの 1 万円（心身に著しい負担を与えると人事委員会(３)

が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその1 0 0分の1 0 0に相当する額を加算した額）

前項第 2 号の作業のうち屋内において行うもの 2,000円(４)

前項第 3 号の作業のうち屋外において行うもの 5,000円(５)

前項第 3 号の作業のうち屋内において行うもの 1,000円(６)

前項第 4 号の作業 2,500円(７)

16 同一の日において、前項各号の作業のうち 2 以上の作業に従事した場合においては、当該 2 以上の作

業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか 1 の手当、当該 2 以上の作業に係る手当

の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの（その額が同額の場合にあっては、その手当

のいずれか 1 の手当）以外の手当は支給しない。

17 第15項第 3 号、第 5 号又は第 7 号の作業に従事した時間が 1 日について 4 時間に満たない場合におけ

るその日の当該作業に係る災害応急作業等手当の額は、前 2 項の規定により受けるべき額に1 0 0分の60

を乗じて得た額とする。

18 第16条第 1 項に規定する職員が東日本大震災に対処するため同項に掲げる作業に引き続き 5 日以上従

事した場合の災害応急作業等手当の額は、同条第 2 項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定により

定められた額に当該額の1 0 0分の1 0 0に相当する額を加算した額とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第14項から第18項までの規定は、平成23年 3 月11日か

ら適用する。

紀の国森づくり税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平 成 2 3 年 1 2 月 2 2 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第 5 5 号

紀の国森づくり税条例の一部を改正する条例



    和歌山県報  号外 平成 23 年 12 月 22 日（木曜日） 

－ 4 － 

 

塡

塡

塡

紀の国森づくり税条例（平成17年和歌山県条例第1 3 8号）の一部を次のように改正する。

第 1 条中「すべて」を「全て」に改める。

第 2 条中「平成23年度」を「平成28年度」に改める。

第 3 条第 1 項中「平成24年 3 月31日」を「平成29年 3月31日」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

食品衛生法施行条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平 成 2 3 年 1 2 月 2 2 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第 5 6 号

食品衛生法施行条例の一部を改正する条例

食品衛生法施行条例（平成12年和歌山県条例第54号）の一部を次のように改正する。

第 6 条第 2 項第 1 号中「失そう」を「失踪」に改める。

別表第 1 第 1 項第 3 号オ中「ふきん」を「布巾」に改め、同項第 4号ア及びエ中「ふた」を「蓋」に改

め、同項第 8号ア中「充てん」を「充 」に改め、同表第 2 項第 2 号オ中「はし」を「箸」に改める。

別表第 2 第 1 項第 1 号ア 中「こう配」を「勾配」に改め、同号エ 及び同項第 2号ア 中「ふた」を(カ) (ウ) (キ)

「蓋」に改め、同号ア a 中「充てん機」を「充 機」に改め、同号ア の次に次のように加える。(コ) (ａ) (コ)

生食用食肉（牛の食肉（内臓を除く。）であって、生食用として販売するものに限る。 に(サ) (シ)

おいて同じ。）を加工する場合にあっては、次に定めるところによること。

a 設備は、専用とし、他の設備と明確に区分されていること。

b 器具及び手指の洗浄及び消毒のための設備が設けられていること。

c 温度計を備えた加熱殺菌設備が設けられていること。

d 冷却設備が設けられていること。

a 及び b の規定は、生食用食肉を調理する場合について準用する。(シ) (サ)

別表第 2 第 1 項第 2 号イ中「 及び 」を「 、 、 及び 」に改め、同号ウ 、エ 、オ 及びカ(ク) (コ) (ク) (コ) (サ) (シ) (エ) (オ) (オ)

中「ふた」を「蓋」に改め、同号キ b 中「こう配」を「勾配」に改め、同号サ 中「ふた」を「蓋」(オ) (ア) (ｂ) (エ)

に改め、同号サに次のように加える。

ア 及び の規定は、食肉処理業について準用する。(カ) (サ) (シ)

別表第 2 第 1 項第 2 号中シ をシ とし、シ の次に次のように加える。(オ) (カ) (エ)

ア 及び の規定は、食肉販売業について準用する。(オ) (サ) (シ)

別表第 2 第 1 項第 2 号ヌ 中「充てん室」を「充 室」に改め、同号ヘ 中「ふた」を「蓋」に改め、(ア) (エ)

(ウ) (エ)同号マ中「めん類製造業」を「麺類製造業」に改め、同号マ 中「めん類」を「麺類」に改め、同号マ

中「ふた」を「蓋」に改め、同号マ 中「即席めん類」を「即席麺類」に改め、同表第 2 項第 1 号サ及び(オ)

第 2号ア 並びに同表第 3 項第 9 号中「ふた」を「蓋」に改め、同表第 4項第 3 号中「こう配」を「勾配」(エ)

に改め、同項第 4 号中「ふた」を「蓋」に改める。
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附 則

この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県介護保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平 成 2 3 年 1 2 月 2 2 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第 5 7 号

和歌山県介護保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例

和歌山県介護保険財政安定化基金条例（平成12年和歌山県条例第 6 号）の一部を次のように改正する。

附則に次の 2 項を加える。

（処分の特例）

5 知事は、平成24年度に限り、第 8 条の規定にかかわらず、法附則第10条第 1 項に規定するところによ

り、基金の一部を取り崩すことができる。

6 前項の場合におけるその取り崩した額の取扱いについては、法附則第10条第 2 項、第 3 項及び第 5 項

に定めるところによる。

附 則

この条例は、平成24年 4 月 1 日から施行する。

和歌山の森林及び樹木を守り育てる条例をここに公布する。

平 成 2 3 年 1 2 月 2 2 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第 5 8 号

和歌山の森林及び樹木を守り育てる条例

目次

前文

第 1 章 総則（第 1 条－第 7 条）

第 2 章 基本的施策（第 8 条－第16条）

第 3 章 わかやま森林と樹木の日及び顕彰（第17条・第18条）

附則

和歌山は、紺碧の黒潮が洗う紀伊半島に位置し、穏やかな気候と豊かな水の恵みが育んだ美しい紀伊の
ぺき

山々があり、日本の山々に樹木の種を播き、青山となした神が鎮まるところと神話に記された「木の国」
ま

である。

木の国和歌山の森林は、木材に代表される様々な林産物を供給するだけでなく、清らかな水を蓄え、災

害から県民の暮らしを守り、多様な生態系を支える、まさに恵みの森である。

この恵みの森は、万葉の時代から歌に詠まれてきた美しい自然及び世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」
さんけいみち

に代表される景観を形成し、先人が守り、受け継いできた貴重な財産である。



    和歌山県報  号外 平成 23 年 12 月 22 日（木曜日） 

－ 6 － 

 
また、私たちの身近にある樹木は、やすらぎ、癒し、良好な景観の形成など様々な恩恵を私たちにもた

らしてくれている。

平成23年 5 月22日、世界中の森林の保全に関する認識を高めることを目的に定められた国際森林年に当

たる重要な年に、和歌山県で第62回全国植樹祭が開催された。

第62回全国植樹祭では、 1 万人を超える多くの子どもたちが竹ポットによる苗木の育成に取り組み、樹

木を慈しむ心を育むとともに、全国に向けて、森林及び樹木の大切さを広く発信した。

私たちは、森林及び樹木がもたらす様々な恩恵を再認識し、県民総参加で木の国和歌山の森林及び樹木

を守り、又は育てていくことを決意し、この条例を制定する。

第 1 章 総則

（目的）

第 1 条 この条例は、和歌山県（以下「県」という。）の森林及び樹木を守り、又は育てることに関し、

基本理念を定め、県の責務並びに森林所有者及び県民等の役割を明らかにするとともに、県の基本的な

施策に関し必要な事項を定めることにより、当該施策を総合的に推進し、もって県民の豊かな生活環境

の実現に寄与することを目的とする。

（定義）

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

森林所有者 県内に所在する森林の所有者（国及び市町村を除く。）をいう。(１)

県民等 県民並びに県内に所在する事業者及び関係機関をいう。(２)

林業事業者 県内に所在する森林から木材を生産する事業を行う者をいう。(３)

紀州材 県内に所在する森林から生産された木材をいう。(４)

郷土樹種 県内に自生する樹木の種類をいう。(５)

（基本理念）

第 3 条 森林は、県土の保全、水源のかん養、生物多様性の保全、地球温暖化の防止、保健休養、林産物

の供給などの多面的な機能を有し、優れた風景及び貴重な文化遺産を構成するとともに、林業及び木材

産業の振興に大きく寄与し、樹木は、県民生活に癒しや潤いを与え、生活環境の向上に寄与してきたも

のであり、今後も、森林及び樹木については、県、市町村、森林所有者及び県民等の協働により、持続

的に守り、又は育てられなければならない。

（県の責務）

第 4 条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、森林及び樹木を守り、

又は育てるための施策を総合的に推進するものとする。

2 県は、前項の施策の推進に当たっては、国及び関係機関との連携を図るとともに、森林所有者及び県

民等の意見を十分に反映するよう努めるものとする。

3 県は、第 1 項の施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

（市町村との連携協力）

第 5 条 県は、市町村が森林及び樹木を守り、又は育てるための施策を推進することができるよう、連携

し、及び協力するものとする。
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（森林所有者の役割）

第 6 条 森林所有者は、基本理念にのっとり、その所有する森林を適正に管理するとともに、森林及び樹

木を守り、又は育てるための施策に協力するよう努めるものとする。

（県民等の役割）

第 7 条 県民等は、森林及び樹木に関する理解を深めるよう努めるものとする。

2 県民等は、森林保全の活動に参加するとともに、その所有し、又は管理する土地に植栽している樹木

の適切な育成及び植樹に努めるものとする。

3 県民等は、積極的に紀州材の利用に努めるものとする。

4 森林組合は、基本理念にのっとり、地域の特性に応じた一体的かつ計画的な森林施業を実施するよう

努めるものとする。

5 林業事業者は、その事業活動を行うに当たっては、森林の多面的な機能が維持されるよう努めるもの

とする。

第 2 章 基本的施策

（森林の保護及び保全）

第 8 条 県は、法令又は条例により保護及び保全が義務付けられている森林又はこれらに類する森林につ

いて、県民の理解を深めるとともに、森林保全の制度の適切な運用を行い、必要に応じて、森林の買上

げその他必要な措置を講ずるものとする。

（森林整備の推進）

第 9 条 県は、市町村又は森林所有者に対し、森林の整備を推進するため、自然災害等により荒廃した森

林並びに放置された里山及び人工林の整備に係る支援並びに造林、間伐、樹種転換その他の森林施業に

関する助言その他必要な措置を講ずるものとする。

（多様な主体による森林保全の推進）

第10条 県は、事業者等による県内の森林環境の保全への取組及び県民等による森林保全の活動への参加

が積極的に展開されるよう、情報の提供、助言その他必要な措置を講ずるものとする。

（効率的な森林施業の実施）

第11条 県は、森林施業が効率的に実施されるよう、森林施業の集約化、林業機械の導入及び林内路網の

整備に係る支援その他必要な措置を講ずるものとする。

（紀州材の利用拡大）

第12条 県は、紀州材の利用の拡大を図るため、紀州材に関する情報の提供、公共事業における紀州材の

活用、紀州材を使用する住宅の建設の促進、紀州材の販路の拡大その他必要な措置を講ずるものとする。

（人材の育成及び確保）

第13条 県は、林業又は木材産業に関わる人材の育成及び確保を図るため、研修の実施、情報の提供、助

言その他必要な措置を講ずるものとする。

（樹木の育成及び植樹）

第14条 県は、その設置し、又は管理する施設について、植栽している樹木の適切な育成及び植樹に努め

るものとする。



    和歌山県報  号外 平成 23 年 12 月 22 日（木曜日） 

－ 8 － 

 
2 県は、国及び市町村に対し、その設置し、又は管理する施設について、植栽している樹木の適切な育

成及び植樹に努めるよう要請するものとする。

3 県は、県民等が行う第 7 条第 2 項の樹木の育成及び植樹について、必要な支援を行うものとする。

（普及啓発）

第15条 県は、森林及び樹木に関する県民等の理解を深めるために必要な広報その他の啓発に努めるもの

とする。

2 県は、子どもの森林及び樹木を尊重する人間性をかん養するため、森林の多面的な機能に関する理解

と関心を深める森林環境教育の充実及び当該森林環境教育を支える人材の育成その他必要な措置を講ず

るものとする。

（郷土樹種の活用）

第16条 県は、森林及び樹木を守り、又は育てるための施策の実施に当たって、環境への適応性や生態系

の保全を考慮し、郷土樹種による植樹を推進するため、郷土樹種の苗木の使用に関する指針を別に定め

るなど必要な措置を講ずるものとする。

第 3 章 わかやま森林と樹木の日及び顕彰

（わかやま森林と樹木の日）

第17条 森林及び樹木を守り、又は育てることに関する県民の理解をさらに深めるため、わかやま森林と

樹木の日を設ける。

2 わかやま森林と樹木の日は、 5 月22日とする。

3 県は、わかやま森林と樹木の日には、市町村、事業者及び関係機関と連携して、その趣旨にふさわし

い事業を実施するように努めるものとする。

（顕彰）

第18条 県は、森林及び樹木を守り、又は育てる活動について、特に顕著な功績があると認められる者を

顕彰するものとする。

附 則

この条例は、平成24年 4 月 1 日から施行する。

警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平 成 2 3 年 1 2 月 2 2 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第 5 9 号

警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

警察職員の特殊勤務手当に関する条例（平成13年和歌山県条例第30号）の一部を次のように改正する。

第10条第 2 項第 2 号ア中「及び刑事調査官」を削る。

附則を附則第 1 項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次の 5 項を加える。

（災害応急手当の特例）

2 職員（第 2 条の規定にかかわらず管理職手当を支給される職員を含む。）が東日本大震災（平成23年
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3 月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。附則

第 6 項において同じ。）に対処するため、次に掲げる作業に従事したときは、災害応急手当を支給する。

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業(１)

原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第1 5 6号）第20条第 3 項の規定に基づく原子力災害対策(２)

本部長の地方公共団体の長に対する指示（以下「本部長指示」という。）により、同法第28条第 2 項

の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第63条第 1 項の規定に基づく警戒区域に設定する

こととされた区域又は当該本部長指示があるまでの間における当該区域と同一の区域のうち人事委員

会が定めるものにおいて行う作業（前号に掲げるものを除く。）

本部長指示により、居住者等が避難のための立退き若しくは計画的な立退きを行うこととされた区(３)

域又は当該本部長指示があるまでの間における当該区域と同一の区域のうち人事委員会が定めるもの

において行う作業（前 2 号に掲げるものを除く。）

本部長指示により、居住者等が屋内への退避を行うこととされた区域又は当該本部長指示があるま(４)

での間における当該区域と同一の区域のうち人事委員会が定めるもののそれぞれの屋外において行う

作業（前 3 号に掲げるものを除く。）

3 前項の手当の額は、作業に従事した日 1 日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。

前項第 1 号の作業のうち次号に掲げるもの以外のもの 2 万円（心身に著しい負担を与えると人事(１)

委員会が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその1 0 0分の1 0 0に相当する額を超えない

範囲内において人事委員会が定める額を加算した額）

前項第 1 号の作業のうち人事委員会が定める施設内において行うもの 5,000円(２)

前項第 2 号の作業のうち屋外において行うもの 1 万円（心身に著しい負担を与えると人事委員会(３)

が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその1 0 0分の1 0 0に相当する額を加算した額）

前項第 2 号の作業のうち屋内において行うもの 2,000円(４)

前項第 3 号の作業のうち屋外において行うもの 5,000円(５)

前項第 3 号の作業のうち屋内において行うもの 1,000円(６)

前項第 4 号の作業 2,500円(７)

4 同一の日において、前項各号の作業のうち 2 以上の作業に従事した場合においては、当該 2 以上の作

業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか 1 の手当、当該 2 以上の作業に係る手当

の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの（その額が同額の場合にあっては、その手当

のいずれか 1 の手当）以外の手当は支給しない。

5 第 3 項第 3 号、第 5 号又は第 7 号の作業に従事した時間が 1 日について 4 時間に満たない場合におけ

るその日の当該作業に係る災害応急手当の額は、前 2 項の規定により受けるべき額に1 0 0分の60を乗じ

て得た額とする。

6 第18条第 1 項に規定する職員が東日本大震災に対処するため同項に掲げる作業に引き続き 5 日以上従

事した場合の災害応急手当の額は、同条第 2 項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定により定めら

れた額に当該額の1 0 0分の1 0 0に相当する額を加算した額とする。



    和歌山県報  号外 平成 23 年 12 月 22 日（木曜日） 

－ 10 － 

 

 

 

 

 

 

附 則

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第 2 項から第 6 項までの規定は、平成23年 3 月11日か

ら適用する。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Japan Prepress)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


